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１．相続手続きの負荷軽減策 

 常勤役職員数の減少や、顧客ニーズの変化に応えた機能特化型店舗の増加などを受け、信用金庫

店舗の少人数化が進んでいる。これに伴い提供商品・サービスの取捨選択に加え、機械化・本部集

中などを通じた営業店職員の負荷軽減策が求められる。なかでも相続手続きの効率化が多くの信用

金庫で課題となっており、当研究所が 2020 年度に実施した調査でも「事務負担の増大」や「対応

可能な職員が限定」などの回答割合が高かった1（図表１）。 

 信用金庫の相続手続きの負担軽減策

を挙げると、大きく①いわゆる簡易相続

の金額引上げ、②店頭へのナビシステム

などの設置、さらには③相続手続きの本

部集中化などがあり、各金庫の取組みも

活発である。このうち近年、実施事例が

増えている③に注目すると、当研修の受

講金庫に対するヒアリングベースでは

「（一部でも）実施済み」が４割、「実施

予定・検討中」が３割、「実施予定なしな

ど」が３割であった。実施信用金庫は、

地区や預金規模に関係なく全国に広が

りつつある。 

                         
1 2021年 5月 28 日付 金融調査情報「信用金庫の高齢層取引の強化 - 事前課題の集計結果 -」を参照 
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 信用金庫がもう一段の営業店人員の効率運用を考えるうえで、顧客（相続人）の相続手続きの効

率化は不可欠と言われる。 

 近年、本部に相続センターを開設し手続きを集中化する信用金庫が増えている。また店頭に相談

端末やナビシステムを設置する信用金庫もある。 

 効率化の一環として相続手続きに必要な書類を地元の地方銀行などと統一する動きが全国に拡

大している。顧客利便性の向上に資するため、今後も統一化の流れは続く見通しである。 

 研修受講金庫の取組事例を挙げると、地元外に居住する顧客などの利便性向上を目的に、営業店

窓口を介さず直接相続センターと手続きも可能とする信用金庫などがあった。 

 

（注）本稿は、当研究所主催「経営戦略プランニング研修（2022年度）」の講義および意見交換時の内容を 

   中心に作成している。 

 

 （図表１）相続業務に関する課題 

 
 （備考）1．62金庫が回答 

     2．信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成 
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①事務負担の増大

②案件数の増加

③事件や事故の発生リスク

④顧客トラブルの発生リスク

⑤対応可能な職員が限定

⑥顧客ニーズが複雑・多様化

⑦目先の収益に結び付かず

⑧問題なし（課題はない）

⑨未実施・未検討

⑩その他・該当なし
（％）



 

本レポートは、情報提供のみを目的とした上記時点における当研究所の意見です。施策実施等に関する最終決定は、ご自身の判断でな

さるようにお願いします。また、当研究所が信頼できると考える情報源から得た各種データ等に基づいて、この資料は作成されており

ますが、その情報の正確性および完全性について当研究所が保証するものではありません。 

 

２．最近の本部集中の傾向 

 相続手続きを本部集中した研修受講金庫においても、融資顧客や重要先などは引き続き店頭で対

応する体制であった。言い方を変えると地元外に居住する顧客（相続人）や取引の薄い顧客などの

手続きを本部に集中することで、営業店の業務負荷を軽減する事例が大半となる。また、相続セン

ターのチェック時に不備があった際、営業店に当該書類を返送し再徴求させる事例、相続センター

が直接顧客とやり取りする事例に分かれ、最近は後者の割合が高まりつつある。 

 

３．相続手続きに係る書類統一の動き 

 相続手続きの効率化に関連して、ここ数年、地元の地方銀行などと相続手続きに必要な書類を統

一する動きがみられる。顧客は複数の金融機関で相続手続きを行うのが一般的なので、書類の統一

は顧客利便性の向上に繋がる。研修受講金庫からは、「これまで顧客から『〇銀行の手続きはＯＫだ

ったのに、△信金はなぜ細かい事を聞いてくるのか』などの苦情が寄せられた。そのため、書類の

統一に対する営業店職員の評判は非常に良い。」などのコメントがあった。 

 

４．研修受講金庫の取組事例 

 当研修の意見交換時に聴取した研修受講金庫の主なコメントは図表２のとおりである2。 

 

（図表２）相続手続きの本部集中化に関する主なコメント 

 当金庫は相続手続きを本部に集中化済みである。原則として、営業店は本部の相続センターへの

取次ぎに徹し、具体的な手続きは本部が実施する。ただし融資先や大口先などは営業店で対応す

るので、営業店の相続手続きのスキルが低下する心配は乏しい。 

 当金庫の相続手続きの流れは、営業店は受け付けるだけで細かいチェックなどを行わず、そのま

ま書類を相続センターに送る。営業店が中途半端なチェックを行うと顧客トラブルに繋がるの

で、センターの専門家がチェックし、必要に応じて顧客と直接やりとりする体制である。 

 当金庫の相続センターは主に地元外に居住する相続人の手続きを目的とする。営業店にとっては

手間になるだけだし、当金庫との取引継続の可能性は極めて低い。こうした顧客は迅速で機械的

な相続手続きを希望するので、相続センターが対応した方が良いと考える。 

 当金庫は小規模なので集中化によるスケールメリットを享受しにくい。しかしながら、ベテラン

職員を全店に配置できず、また小規模・少人数店舗を維持するためには、営業店の負荷となる相

続手続きの集中化は避けて通れなかった。 

 相続センターに誘導したい顧客は地元外に居住する相続人などである。そこで営業店を介さず、

直接相続センターに手続きを申し込める仕組みを構築した。実際のやり取りは、電話や郵送など

を用いて行う。 

 当金庫は相続手続きを集中化した結果、営業店が何でも本部に投げる雰囲気になってしまった。

業務効率化に寄与した一方で、店頭の接客スキルの低下を招いたと思う。そこで営業店職員には、

交代で相続センターの研修を受けてもらうことにした。 

 営業店の店頭に難しい相続手続きの相談があった時に備え、本部専担部署と繋がるタブレット端

末を全店に設置した。当金庫は、相続手続きは基本的に集中センター、窓口受付で困った時はタ

ブレット端末を利用し、ある程度のノウハウ低下について割り切っている。 

（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成 

                                        以 上  

                         
2 当該コメントは研修受講者の個人的な意見・感想を含むものであり、研修受講金庫の正式なコメントでは

ない。そのため事例の記載にあたっては信用金庫名が特定できないように修正してある。 


